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Yahoo!デリバー
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Yahoo!デリバーのオプトイン

Yahoo!デリバーとは、Yahoo! JAPANまたは提携先企業から、
新商品、各種セール、お買い得情報などをお知らせするサービス

新規にYahoo!IDを取得しようとする際（特電法第2条第1項第2号ロの「取引相手」？）、
Yahoo!デリバー設定についてのチェック項目が表示される。
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同意取得画面

デフォルトでチェックを入れている（デフォルトオン設定）

同意取得がなされた事実は顧客DBにフラグが立つが、
同意取得の日付までは記録されていない。

ここでチェックを外す人の割合は、
約51％
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Yahoo!デリバーのオプトアウト

配信されるYahoo!デリバーごとにオプトアウト
の窓口や、Yahoo!デリバーの設定変更等
が行えるようフッターにリンクをつけている。
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途中でオプトアウトする人の割合は、
約0.18％
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Yahoo!ショッピング



8

ショッピングサービスに関するメール
のオプトイン

Yahoo!ショッピングで買い物をするお客様（特電法第2条第1項第2号ロの「取引相
手」？）に、送付先、請求先に引き続いて各種メールを受け取るかを選択してもらう
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同意取得画面

同意取得がなされた事実は顧客DBにフラグが立つが、
同意取得の日付までは記録されていない。

デフォルトでチェックを入れている（デフォルトオン設定）

ここでチェックを外す人の割合は、
・ストアニュースレターで約65.5％
・ショッピングニュースクリップで約84.6％
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ショッピングサービスに関するメール
のオプトアウト

送信されてくるニュースレターの末尾に
オプトアウト用URLを記載している

オプトアウト用URLにとび、
配信停止ボタンを押すとオプトアウト

途中でオプトアウトする人の割合は、
・ストアニュースレターで約1.1％
・ショッピングニュースクリップで約0.9％
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同意取得の方法について
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インターネット広告推進協議会（JIAA）

インターネット広告、モバイル広告ビジネスに関わる企業の集まり
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JIAAの「メール広告のパーミッション
取得のためのガイドライン」2004年改定

本ガイドラインに基づきメール広告媒体社はそれぞれの特性
等に応じて必要な基準を定めるものとする。（本則第２項）

→ 同じメール広告といっても、JIAA会員がそれぞれに行って
いるビジネスの形態は様々で、メールの形式や内容も様々で
あるため、それを斟酌し、実効性のある内容になるようにして
いる。

※たとえば、メールマガジンは利用者が自ら読みたいコンテンツをメールで
配信してもらえるよう登録するサービスであるが、それに広告もついてくる。
これは、雑誌や新聞に広告がついているのと変わりない状態と言える訳で、
雑誌や新聞に広告が付されることについて同意取得はいらないというのに、
メールの場合は同意取得が必要、ということではバランスが悪いのではな
いか？という事情を配慮したものである。
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消費者の何かしらのアクションを伴う方法でパーミッションを取
得することが望ましい。（細則第２項）

→「サービスの特性に応じて、できるだけ本人が確認できる手
段を提供すべきである」との解説が付されており、同意の取得
の具体的方法については触れていない。
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登録画面上でデフォルトで配信希望にチェックが入っている設
定はしてはならない。（モバイルメール広告の運用ガイドライン
第1項）

→運用ガイドラインについてはPCインターネットメール広告用
とモバイルメール広告用の２つに分けて作成されている。モバ
イルメールでは、受信者側に通信費用が発生することがある
ため、上記のとおりデフォルトオフであるべきとしているが、こ
れはモバイルにおける特殊事情であり、 PCインターネットメー
ル広告用の運用ガイドラインには、この記述は存在しない。
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JIAAによるメール広告のパーミッション
取得に関するアンケート（2004年4月）

• Webでの登録で受信許諾を得る際の方法は？

1.9％D．その他

28.3％C．他のサービスに付随など、受信を前提としている
ため、登録の際にユーザーが受信しない選択はで
きない。

34.0％B．デフォルトで受信希望にチェックを入れているが、
登録の際にユーザーが受け取らない選択もできる。

34.0％A．デフォルトでは受信希望にチェックを入れていな
い。登録の際にユーザーが選択する。

→デフォルトオフでの運用がされているのは3分の1にすぎず、
デフォルトオフという規制にされると残りの3分の2が影響を受ける
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同意取得の方法に対する規制
について

• オプトインが法制化されるとしても、その場合の同意取得の
方法についてまで規制するのは、様々なビジネス形態があ
るという実態を無視したものであり、適切ではない。

• デリバーやショッピングニュースレター等の例で見るとおり、
宣伝メールを受け取りたくないと考える場合、自ら能動的に
チェックを外すという設定を行なっているのが現状である。
そのような状況の中、敢えて同意取得の方法まで規制する
ことによって、健全な宣伝メールによる事業活動を潰すこと
があってはならない。また、受信者によっては宣伝メールを
有益と感じている者があるにもかかわらず、ここに規制をか
けるとなると、その受信の機会を喪失することにもなること
に配慮すべきである。
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